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公布された規則のあらまし

◇議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の改正理由

議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償制度のより適正な運用を図るため、所要の改正を行

う。

２ 規則の概要

(１) 実施機関は、公務又は通勤による災害を受けたと思料する職員又はその遺族から申出があった場合に

は、その指定する者に速やかに報告をさせるものとする。

(２) 実施機関は、災害が公務又は通勤により生じたものではないと認定したときは、その事実や理由等につ

いて通知しなければならないものとする。

(３) 実施機関は、補償に関する通知をするときは、審査の申立てをすることができる旨を教示するものとす

る。

(４) その他所要の規定の整備を行う。

(５) 施行期日は、公布の日とする。
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規 則
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成31年２月12日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第３号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和43年鳥取県規則第12号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章 総則（第１条－第５条） 第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 補償及び福祉事業（第６条－第20条） 第２章 補償及び福祉事業（第６条－第20条）

第３章 審査等（第21条－第23条） 第３章 審査会（第21条・第22条）

第４章 雑則（第24条－第27条） 第４章 雑則（第23条－第26条）

附則 附則

（災害の報告） （災害の報告）

第３条 実施機関は、その所管に属する職員につい 第３条 実施機関は、その所管に属する職員につい

て、公務又は通勤により生じたと認められる災害が て、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病

発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告 が発生した場合は、その指定する者に、すみやかに

をさせなければならない。次項の規定による申出が 報告をさせなければならない。

あった場合も、同様とする。

２ 職員又はその遺族は、公務又は通勤による災害を

受けたと思料するときは、次に掲げる事項を記載し

た書面により、実施機関に申し出ることができる。

(１) 職員の氏名、生年月日、職名並びに所属する

部局及び課（課に相当するものを含む。）の名称

(２) 申出者が災害を受けた職員以外の者であると

きは、その氏名及び住所並びに職員との続柄又は

関係

(３) 災害発生の日時及び場所

(４) 傷病名並びに傷病の部位及びその程度

(５) 災害発生の状況

(６) 医師又は歯科医師の所見、当該職員の定期健

康診断の記録、既往歴等当該災害が公務又は通勤

により生じたものであるかどうかを認定するため

に必要な事項

（認定の通知） （認定の通知）

第４条 実施機関は、前条第１項の規定による報告を 第４条 条例第３条第２項の規定による通知は、様式
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受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じ 第１号による通知書により行なわなければならな

たものであるかどうかを認定し、公務又は通勤によ い。

り生じたものであると認定したときは様式第１号に

よる通知書により、条例第３条第２項の規定による

通知をしなければならない。

２ 実施機関は、前条第１項の規定による報告に係る

災害が公務により生じたもの又は通勤により生じた

もののいずれでもないと認定したときは、次に掲げ

る事項を記載した書面により、災害を受けた職員又

はその遺族にその旨を通知しなければならない。

(１) 実施機関の長の職氏名

(２) 災害を受けた職員の氏名

(３) 傷病名

(４) 災害発生年月日

(５) 災害が公務により生じたもの又は通勤により

生じたもののいずれでもないと認定した理由

（遺族補償年金の請求の代表者） （遺族補償年金の請求の代表者）

第８条 略 第８条 略

２ 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の ２ 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の

規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解 規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解

任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に 任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関

届け出なければならない。この場合には、併せてそ に届け出なければならない。この場合には、あわせ

の代表者を選任し、又は解任したことを証明するこ てその代表者を選任し、又は解任したことを証明す

とができる書類を提出しなければならない。 ることができる書類を提出しなければならない。

（補償の支給方法） （補償の支給方法）

第９条 実施機関は、第７条の請求書を受理した場合 第９条 実施機関は、第７条の請求書を受理した場合

には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速 には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、

やかに請求書に書面でその決定に関する通知をする すみやかに請求書に書面でその決定に関する通知を

とともに、補償を行わなければならない。 するとともに、補償を行なわなければならない。

（所在不明による支給停止の申請等） （所在不明による支給停止の申請等）

第10条 略 第10条 略

２ 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族 ２ 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族

補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除し 補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除し

たときは、当該申請を行った者に速やかに書面でそ たときは、当該申請を行なった者にすみやかに書面

の旨を通知しなければならない。 でその旨を通知しなければならない。

（年金証書） （年金証書）

第11条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又 第11条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又

は遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。） は遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。）

の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受け の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受け

るべき者に対し、併せて様式第14号による年金証書 るべき者に対し、あわせて様式第14号による年金証

を交付しなければならない。 書を交付しなければならない。
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２・３ 略 ２・３ 略

第12条 略 第12条 略

２ 年金証書の再交付を受けた者は、その後において ２ 年金証書の再交付を受けた者は、その後において

亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実 亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを

施機関に返納しなければならない。 実施機関に返納しなければならない。

第３章 審査等 第３章 審査会

（審査会の招集等）

第21条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長

となる。

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開き、及び議決することができない。

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決するもの

とし、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。

４ 第１項から前項までに定めるもののほか、審査会

の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

（審査の申立て） （審査の申立て）

第21条 略 第22条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項の申立書の記載事項に変更を生じた場合に ３ 第１項の申立書の記載事項に変更を生じた場合に

は、請求者は、速やかに審査会に届け出なければな は、請求者は、すみやかに審査会に届け出なければ

らない。 ならない。

（審査の申立ての教示）

第22条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償

に関する通知をするときは、条例第17条第１項の規

定による審査の申立てをすることができる旨を教示

するものとする。

（審査会の招集等）

第23条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長

となる。

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開き、及び議決することができない。

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決するもの

とし、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。

４ 前３項に定めるもののほか、審査会の運営に関し

必要な事項は、審査会が定める。

（第三者の行為による災害についての届出） （第三者の行為による災害についての届出）
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第24条 略 第23条 略

（通勤による災害に係る一部負担金） （通勤による災害に係る一部負担金）

第25条 略 第24条 略

（公署の長の助力等） （公署の長の助力等）

第26条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由に 第25条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由に

より、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困 より、みずから補償の請求その他の手続を行なうこ

難である場合には、当該職員の勤務する公署の長 とが困難である場合には、当該職員の勤務する公署

は、その手続を行うことができるように助力しなけ の長は、その手続を行なうことができるように助力

ればならない。 しなければならない。

２ 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者 ２ 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者

から補償を受けるために必要な証明を求められた場 から補償を受けるために必要な証明を求められた場

合には、速やかに証明をしなければならない。 合には、すみやかに証明をしなければならない。

３ 略 ３ 略

（記録簿） （記録簿）

第27条 略 第26条 略

様式第19号（第27条関係） 略 様式第19号（第26条関係） 略

様式第20号（第27条関係） 略 様式第20号（第26条関係） 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


